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日高町農業委員会総会議事録 

開催日時 令和４年３月２４日（木） 午後１時３０分（開会）   午後２時００分（閉会） 

  

開催場所 役場 ２階 大会議室 

  

出席委員 会長 １番 伊藤 幸寛 ２番 髙橋 良尚 

  ３番 本間 充 ５番 中山 記朗 

  ６番 長田 保雄 ７番 和田 修一 

  ８番  １０番 吉田 雅利 

  １１番 森永 直幸 １２番 福本 秀雄 

  １３番 髙橋 司 １４番 庄野 宏志 

  １５番 海馬澤 功 １６番 姉川 規晃（会長職務代理者） 

  

事務局職員 事務局長 大友 光晴 

 主幹 吉田 玉美 

 主事 川西 光浩 

 支局長 小野寺 孝（日高支局） 

 主幹 佐藤 陸洋（日高支局） 

 主事 三上 温大（日高支局） 

   

参与者 産業課長 湯村 篤司 

  

 

議事日程 

1. 議事録署名委員の指名について 

2. 諸般報告 

3. 報告第１号 新規就農の届出 

4. 議案第１号 農地法第１８条の規定による合意解約の成立状況の確認について 

5. 議案第２号 現況証明願いについて 

6. 議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

7. 議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定につ

いて 

８. 議案第５号 日高町農業委員会職員の任免について 
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会議の概要 

事務局 ただいまより令和４年第１３回日高町農業委員会総会を開会いたします。 

本日は１２名が出席し、定足数に達しておりますので総会は成立しております。開会に

あたり、伊藤会長よりご挨拶を申し上げます。 

会長 それでは、皆さん改めまして、こんにちは 

今日も天気のいいなかですね、なにかとご多用のなか、このようにお集まりいただきまし

て本当にありがとうございます。本日、二人欠席ということでありまして、本間組合長につ

きましては私の方にも連絡がありまして、今日は札幌の方へ向かわれているわけですけ

ど、酪対の関係で今この牛乳の問題について、色々この３月から 5 月ぐらいには又あふ

れるんじゃないかと、いうような話もありましてその辺の話をたぶん今日の会議の中では

詰められているんだろうなという風に思うところであります。 

米についても、皆さん大変ご心配をしている所でありましたけれども、本年の令和 4年に

ついてはですね、水活の問題で牧草の交付金については 1 円も出ないよとか、色々話

があった訳ですけれども、結果的には牧草地の簡易播種をすれば今年度については 3

万 5 千円は今まで通り出るという条件緩和を国の方はしてきたと、いう状況でありまして

その辺の詳しいことにつきましては、今それぞれ行政の方に通達が来るものと思ってお

りますので、皆様ともその辺についてはですね、注視をして置いていただければなという

風に思うところであります。 

いま、申しましたように、コロナの関係についてもこの 21 日で解除ということになりました

けれども、道・国を挙げてですね、やはりまだまだ予断を許さないということで、今まで通

りの 3密の問題等をですね、北海道は 17日までという期間を設定しながら取り組んでい

くということであります。いま、第 3回のワクチンの接種を急いでいるところでありますけれ

ども今のとこ 3 割・4 割くらいまでしかまだいってないという状況で、日高地区において

も、散見されて出ているようでありますので、油断はするべきではないのかなと言う風に

は思ってございます。また、先月の 24日からはですね、ロシアとウクライナの問題が出た

りして、本当に世界中がすっかり変わってしまっているという状況であります。輸出輸入

がそれぞれ思うようにいかないという状況であります。そんな状況の中で皆様ご案内の

通り農業関係につきましてはですね、肥料の問題についてもまだ解決してるわけであり

ませんので、秋口に向けても肥料もかなり心配してるようであります。そんな関係の中で

上部団体である全農関係もですねその辺の原料確保については、なんとか充足できる

ようにと努力をしているようであります。そんな中私どもの方の農協の地区懇でもお話し

はさせていただいてきた所でありますけども、やはり早めの取り纏めに、いち早く手を上

げて早く確保しておく という事が大事なのかなと、いう風に思ってございます。女性の

登用の問題についてもですね、農協の役員・農業委員の委員についてもですね、女性

を登用せよという事になりつつあります。その中で、今日の文面の中にもありますけども、

日高町としてもその辺には取り組んでいくという事をご説明があるように聞いてございま

す。そんな意味の中で、女性参画をさせないという組織については結構厳しく見られて

いる状況というのはですね、皆様方にもご理解をいただきたいとそのように思うところで

あります。また、基盤法の関係についても改正をされてですね、農業委員も今までの様

な活動ではまかり成らんと、いう事が今日のテキストの中にはありますけども、いよいよ本

格的に自分たちでしっかりと活動を報告せよというような事が新たに加わりつつありま

す。そういう意味合いでなんとかですね、農業委員会においても、地域でこの農業という

ものをどういう風にしてみていくのかと、これは行政や再生協議会をも含めた中でです

ね、農業委員とともにこの地域をどうしていくのかという事を具体的に明示しなければな

らないという状況に今なりつつあります。受け手や出し手の問題もあるでしょうし、後継者

や農地の再編とかいろんな事が含めた中でこれから農業というものを 10 年単位で示す

という事を、これから農業委員会としてもそれぞれの団体と足並みをそろえながらこの日

高町の農業というものを、農地の荒廃にならないように、明確にしながらしっかり進んで

ほしいというのが国の考え方のようであります。そういう意味の中で、今年令和 4 年につ

いてはですね、その辺の地ならしをやっぱりやっていかなければならないと、いう状況に

なるのかなという風に思ってございます。そういう部分で今までよりは皆さん方に色々行

動してもらわなければならない部分もあるのかなとそう言うような気持ちでございます。

今、役場としての内示が出ているようでありまして我々農業委員会の事務局としても異
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動が出たという事であります。私の方にも打診があった訳でありますけれどもそれはあく

まで打診であって私がどうこうすることには出来ないわけでありますけど、町長曰くなか

なか農業団体もありますけれども町としても新しい職員が入ってこないという悩みがある

ようであります。そんな状況の中で、なんとかお願いしたいというお話の中ですね、こうい

う様な内示の形になってきたというところであります。そんなような中で、多少事務局のメ

ンバーが替わりますけれど、皆様方に色々ご指導願いながらですね、なんとか円滑に

回れるように、お互いに協力し合っていただければなという事であります。 

本日の案件につきましては、報告 1 件の議案 4 件であります。そんなに多くはないかと

思うんでありますけれども、冒頭申しましたような関係につきまして、若干時間を頂いて

町から説明を頂き、これからの農業委員会の活動に繋げていければなという風に考えて

ございますので、本日もよろしくお願いをいたします。 

事務局 日高町農業委員会会議規則第６条の規定により会長が総会の議長を務めることとなっ

ておりますので、以後の進行につきましては伊藤会長にお願いいたします。 

議長 それでは、議事日程第１、議事録署名委員の指名について、日高町農業委員会会議

規則第１６条により、本総会の議事録署名委員に、２番高橋委員、５番中山委員を指名

します。なお、会議書記には、事務局の大友氏を指名します。 

次に、議事日程第２、諸般の報告について、事務局より報告願います。 

事務局 〈諸般報告 配布資料の朗読・説明〉 

議長 ただ今、報告がありましたが、何かご質問ございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 なければ報告済みとさせていただきます。次に、議事日程第３ 報告第１号について、

議題とさせていただきます。事務局より説明をお願い致します。 

事務局 １ページをお開き願います。報告第１号新規就農の届出について、新規就農の届出が

ありましたので報告致します。 次のページをお開き願います。〈議案書の朗読〉 

議長 ただ今、事務局から説明がありました。何かご質問ございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 なければ決定してよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

議長 なければ報告済みとさせていただきます。次に、議事日程第４ 議案第１号について、

議題とさせていただきます。事務局より説明をお願い致します。 

事務局 ３ページをお開き願います。議案第１号農地法第１８条第６項の規定に係る合意解約通

知の成立状況の確認について、農地法第１８条第６項の規定に基づき合意解約が成さ

れており賃貸借の解約が成立していると考えられますので、審議願います。 次のペー

ジをお開き願います。〈議案書の朗読〉 

議長 ただ今、事務局から説明がありました。何かご質問ございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 なければ決定してよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

議長 それでは、議案第１号は決定いたします。次に、議事日程第５、議案第２号について、

議題とします。事務局より説明を願います。 

事務局 ７ページをお開き願います。議案第２号現況証明願いについて、申請がありましたの

で、適否について審議願います。 次のページをお開き願います。〈議案書の朗読〉 

議長 ただ今、事務局から説明をいただきました。今月の案件は２件であります。審議は、地区

委員からの補足説明が終わりましたら、一括して行いたいと思いますので、よろしくお願

い致します。ＮＯ.１、ＮＯ.２について、地区委員から補足説明がありましたらお願いしま

す。 

１５ 番   海馬澤 委員  

海馬澤委員 初めにNo1ですが、場所は１２ページです。３月１７日に中山委員、長田委員、私と事務

局で確認しております。現地は、トドマツとカラマツの造林地で、木が生い茂っており「農

地・採草放牧地以外」として確認してきました。次に NO２ですが、場所は 13 ページで

す。NO1 と同様に３月１７日に確認しております。現地は、沢に面した箇所で一部トドマ

ツの造林地となっているほか、雑木や笹などが生い茂っており、農地・採草放牧地以外

として確認してきましたので、よろしくお願いします。 
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議長 ただ今、地区委員からご説明をいただきました。何かご質問ございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 なければ決定してよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

議長 それでは、議案第 2号は決定いたします。 

次に、議事日程第６、議案第３号について、議題とします。事務局より説明を願います。 

事務局 ７ページをお開き願います。議案第３号農地法第３条の規定による許可申請について、

農地法第３条の規定による許可申請書の提出がありましたので審議願います。 次のペ

ージをお開き願います。〈議案書の朗読〉 

なお、以上の案件は、別添調査書１ページから２ページの農地法第３条調査書に

記載されておりますとおり、農地法第３条第２項各号には該当しないため許可要件

のすべてを満たすと考えます。以上です 

議長 ただ今、事務局から説明がありました。今月の案件は、売買が１件、贈与が２件、賃貸借

が１件であります。それでは、順に審議をさせていただきたいと思います。 

Ｎｏ.１について、地区委員から補足説明がありましたらお願いします。 

２ 番  高橋 委員 

高橋委員 場所については、１４ページの①になります。３月１７日に伊藤会長、私と事務局で現地

を確認しております。所有者が経営規模を縮小するため、ルシナサポートと賃借権を設

定するもので、特に問題は無いと考えておりますので、よろしくお願いします。 

議長 ただ今、委員から説明がありました。何かご質問ございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 なければ決定してよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

議長 それでは、Ｎｏ.１は決定いたします。 

次に、Ｎｏ.２について、地区委員から補足説明がありましたらお願いします。 

１０ 番  吉田 委員 

吉田委員 場場所については、１４ページ②です。 

賃借人は約 3 年間地域おこし協力隊の農業支援員として活動していましたが、門別農

協所有のハウス団地を借りて新規に就農するもので、特に問題は無いかと思われます

のでよろしくお願いいたします。 

議長 ただ今、委員から説明がありました。何かご質問ございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 なければ決定してよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

議長 それでは、Ｎｏ.２は決定いたします。 

次に、議事日程第７、議案第４号について、議題とします。事務局より説明を願います。 

事務局 １０ページをお開き願います。議案第４号農業経営基盤強化促進法第１８条の規定によ

る農用地利用集積計画の決定について、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定に

より日高町長から決定を求められた農用地利用集積計画について議決を求めます。次

のページをお開き願います。〈議案書の朗読〉 

 なお、以上の計画の内容は、別添調査書３ページの農業経営基盤強化促進法第１８

条調査書に記載されておりますとおり、経営面積、従事日数など、農業経営基盤強化

促進法第１８条第３項の各要件を満たすと考えております。以上です。 

議長 ただ今、事務局から説明をいただきました。売買が１件であります。 

何かご質問ございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 なければ決定してよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

議長 それでは、議案第４号は決定いたします。 

ここで、議案を追加し、日程第８ 議案第５号について、議題とさせていただきます。 

事務局より説明をお願い致します。 

事務局 別に配布しました議案をご覧ください。議案第５号日高町農業委員会職員の任免につ

いて、農業委員会等に関する法律第２６条第３項の規定により、事務局職員の任免につ
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いて審議願います。〈議案書の朗読〉 

議長 ただ今、事務局から説明をいただきました。何かご質問ございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 なければ決定してよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

議長 それでは、議案第５号は決定いたします。以上で本日の議案は終了いたしました。本日

の総会を閉じさせていただきます。ご苦労様でした。 

 

上記、会議次第は、書記の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するためここに

署名する。 

令和４年３月２４日 

日高町農業委員会 会長  

2番  

5番  

 


